
　下記国有財産を売払いします。

１　売払物件

建蔽率

容積率

２　申込みする者に必要な資格

　　次のいずれにも該当しない者であること。

　(1) 予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)第７０条及び第７１条の規定に該当する者

　(2) 国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和２３年法律第７３号)第１６条の規定に該当する者

　(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び

　　　警察当局から排除要請がある者

３　申込方法

　(1) 受付期間：令和６年２月２６日（月）　から　令和６年５月３１日（金）まで

　(2) 受付時間：８時３０分から１２時、１３時から１７時１５分まで（ただし閉庁日を除く）

　　　　　　　　初日は、１３時から１７時１５分までとする。

　(3) 申込用紙の交付及び受付場所：愛媛県松山市若草町４番地３　松山若草合同庁舎７階

　　　　　　　　　　　　　　　　　財務省　四国財務局　松山財務事務所　管財課　

　(4) 申込受付：申込みにあたっては、普通財産売払申請書に必要事項を記載し、次の書類を添付して持参又は郵送によ

　　　　　　　　り提出する。

　　　　　　　※　暴力団排除に関する誓約書、契約内容の公表に対する同意書、印鑑証明書、申請者が個人の場合は住

　　　　　　　　民票抄本（マイナンバーが記載されていないもの）、申請者が法人の場合は現在事項全部証明書及び役

　　　　　  　　員一覧（「普通財産売払申請書」、「誓約書」、「同意書」、「役員一覧」の用紙については、予め四

　　　　　　　　国財務局のホームページ「すぐに購入できる物件」ページ、若しくは前記「申込用紙の交付及び受付場

　　　　　　　　所」にて入手し必要事項を記載・押印（印鑑登録印）のうえ提出することとする。）

　　　　　　　　　なお、「普通財産売払申請書」等の記載事項等、添付書類に不備がある場合は受理できない。

　　　　　　　　　また、申込みを既に行った者が、契約締結期限内に契約を締結しなかった場合には、再度の申込みを

　　　　　　　　受付しないことがある。

４　申請の無効

　　申込みする者に必要な資格のない者のした売払申請は無効とする。

５　契約相手方の決定

　　受付期間中に、最初に「普通財産売払申請書」が受理された者を契約相手方候補者とし、警察当局から排除対象者に

　該当しない者として確認を了した場合に契約相手方として決定する。排除対象者に該当する者として確認を了した場合

　は、売払申請を無効とする。

　　ただし、受付開始時点（初日１３時、二日目以降８時３０分と１３時）において、同一物件に複数の申込みがあった

　場合にはくじ引きにより契約相手方候補者を決定する。申込みを行った者が抽選会場にいない場合は、国が指定した者

　にくじを引かせ契約相手方候補者を決定する。

　　なお、郵送による受付は、配達時間に関係なく、同日の最後の受付とする。

　(1) 同日に郵送のみで同一物件に複数の申込みがあった場合には、前記同様くじ引きにより契約相手方候補者を決定す

 　 るため、抽選日時等を別途通知する。通知には、申込後、一定の期間を要する。

　(2)公示日から受付開始日（初日）の前日までに郵送により売払申請書等の必要書類が到着した場合には、受付開始日

　　（初日）に到着したものとみなし、受付開始日（初日）の最後の受付とする。
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６　売却にあたって付す条件

　(1) 売買契約を締結した日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

　　第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定

　　されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所

　　有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。

　(2) 公序良俗に反する使用等に関して、国が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。このとき、正当な理由

　　なく実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

　(3) 上記(1)及び(2)に定める義務に違反したときは、それぞれ所定の違約金を国に支払わなければならない。

７　契約等条件

　　契約相手方として決定した者は、決定の日から３０日以内（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条又は第５条

　の許可を要する物件については、農業委員会等の許可の日から３０日以内かつ令和６年８月３０日（金）まで）に契約

　を締結しなければならない。

　　また、農業委員会等への許可申請については、契約相手方として決定した者が自己の負担で、原則として契約相手方

　として決定の日から３か月以内に行わなければならない。

　　なお、契約締結期限に該当する日が閉庁日に該当する場合には、直前の開庁日を期限とする。

８　契約書作成の要否及び代金支払方法

　　契約書の作成を要し、代金は即納とする。

９　売買代金の支払方法

　　売買代金の支払いは、以下のいずれかの方法によるものとする。

　(1) 売買契約締結と同時に売買代金全額を納付する方法

　　　　売買契約締結時に売買代金全額を納付する。

　(2) 売買契約を締結しようとするときに契約保証金を納付し、２０日以内に売買代金全額を納付する方法

　　　　売買契約を締結しようとするときに契約保証金として売買代金の１割以上（円未満切上）を納付し、その後、売

　　　買契約締結の日を含めて２０日以内（２０日目が土日・祝祭日等の金融機関の休業日に該当する場合には、直前の

　　　営業日を期限とする。）に売買代金と契約保証金との差額を国が発行する納入告知書により納付する。

　　　　なお、納付期限までに売買代金の納付がされなかった場合は契約不履行となり、契約保証金は国庫に帰属する。

10　契約内容の公表

　(1) 契約締結したものについては、その契約内容に係る次に掲げる情報を四国財務局のホームページにおいて公表する。

  　　所在地（マンションの場合は住居表示）、マンション名・部屋番号（マンションの場合のみ）、登記地目（建物付

　　土地の場合は登記地目及び種類）、面積（建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積）、

　　応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別（契約相手方が地方

　　公共団体の場合は当該団体名）、契約相手方の業種（契約相手方が法人の場合のみ）、価格形成上の減価要因（国の

　　予定価格（予算決算及び会計令第９９条の５の規定に基づき定める予定価格をいう。）の算定に当たり、地下埋設物、

　　土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。）、都市計画区域、用途地域、

　　建蔽率、容積率

　(2) 上記(1)に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となる。

11　個人情報について

　　売払申請のために提出された書類等に記載された個人情報は、原則、売払事務のみに使用し、その他の目的には一切

　使用しない。ただし、契約相手方に必要な資格の確認のため、警察当局に情報提供する場合がある。

12　その他

　　申込みする者は、本公示書のほか、松山財務事務所において交付する物件調書及び国有財産売買契約書（案）を十分

　理解したうえで申込みするものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　公　示　す　る。

　令和６年２月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財 務 省 四 国 財 務 局 松 山 財 務 事 務 所


